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検討の背景と進め方
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デジタル空間における規律の現状
• ハードロー

• フィジカル空間の一般法的規律：民法、刑法、会社法、競
争法、著作権法、公職選挙法、消費者保護法…

• 情報・データに関する規律：個人情報保護法
• 情報流通の担い手に関する規律：放送法、電気通信事業法
• インターネットに関する特別法：旧プロバイダ責任制限法、
青少年ネット環境整備法

• PF規律：PF取引透明化法、PF消費者保護法、情報流通PF
対処法、スマホソフトウェア競争促進法

• ソフトロー
• 各企業の約款、業界団体のガイドライン
• 規格、標準
• 政府のガイドライン
• グローバルな自主ルール
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問題ごとの対処

日本的な規律

インターネット
の拡大により個
別的見直し

デジタル社会の
基本的規律へ

一般法から直接
にPF対処へ
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総務省プラットフォームサービス研究会
（2018年～2024年）
• 中間報告書（2019年4月）：電気通信事業法の通信の秘密を海外DPFにも適用すべき→
電気通信事業法改正（2019年）

• 最終報告書（2020年2月）：偽情報対策について民間の自主的取組を尊重、透明性・ア
カウンタビリティの確保→Disinformation対策フォーラム

• インターネット上の誹謗中傷への対応のあり方についての緊急提言（2020年7月）：
DPFによる削除対応の強化を求める→プロバイダ責任制限法改正

• 中間取りまとめ（2021年9月）：クッキー等の利用者情報の保護→外部送信規律に関す
る電気通信事業法改正（2022年）

• 第2次取りまとめ（2022年7月）：誹謗中傷対策について透明性確保等の制度整備、偽情
報についてモニタリングの仕組み

• 誹謗中傷等の違法・有害情報対策WG
• 偽情報対策に関するヒアリング
• 利用者情報取扱いに関するモニタリング
• 第3次取りまとめ（2024年1月）→情報流通プラットフォーム対処法（2024年）
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進め方
• 構成員発表
• 関係者ヒアリング：対策団体、PF事業者、広告関係、メディア、政
府機関・地方公共団体、ファクトチェック団体

• 基本理念
• ステークホルダーに期待される役割・責務
• 具体的な方策
• マルチステークホルダーによる取組集
• 詐欺対策、偽広告
• ワーキンググループにおける制度的対応の検討
• とりまとめ
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11https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000417.html
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状況認識と基本理念
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制度的な対応について
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基本的な考え方

普及啓発・リテラシー向上1

人材の確保・育成2

社会全体へのファクトチェックの普及3

技術の研究開発・実証4

国際連携・協力5

①プレバンキングの効果検証等有効な方法及び取組の推進

②普及啓発・リテラシー向上に関する施策の多様化

③マルチステークホルダーによる連携・協力の拡大・強化

①検証報道等の信頼性のある情報を適時に発信する人材

②コンテンツモデレーション人材

③リテラシー向上のための教える人材

①ファクトチェックの普及推進

②ファクトチェック人材の確保・育成

③関連するステークホルダーによる取組の推進

①偽・誤情報等対策技術

②生成AIコンテンツ判別技術

③デジタル広告関連技術

①普及啓発・リテラシー向上・人材育成の国際連携・協力

②偽・誤情報等対策技術の国際標準化・国際展開の推進

③欧米等とのバイやG7・OECD等とのマルチ連携・協力の推進

総合的な対策

◆ サイバーセキュリティやプライバシー等の関連分野を踏まえた社会全体で対応する枠組み

◆ 信頼性のある情報の流通促進と違法・有害情報の流通抑制の両輪による対応

◆ 個人レベルとシステムレベルの両面及び相互作用による対応

◆ プレバンキングとデバンキング※の両輪による対応
※ プレバンキング:偽・誤情報等が流通・拡散する前の備え（リテラシー向上等）

デバンキング：偽・誤情報等が既に流通・拡散した状況での事後対応（ファクトチェック等）

◆ 流通・拡散する情報とそれに付随するデジタル広告への信頼性に対する相互依存関係を踏まえた対応

7総合的な対策

制度的な対応6

①情報伝送PF事業者による偽・誤情報への対応

②情報伝送PFサービスが与える情報流通の健全性への影響の軽減

③マルチステークホルダーによる連携・協力の枠組みの整備

④広告の質の確保を通じた情報流通の健全性確保

⑤質の高いメディアへの広告配信に資する取組を通じた健全性確保



情報伝送PF事業者による偽・誤情報への対応１

8総合的な対策（制度的な対応①）

偽・誤情報に対するコンテンツモデレーション※の実効性確保策として、大規模な情報伝送PF事業者を対象とした次の方策を中心に、
制度整備も含め、具体化を進めることが適当。

※特定のコンテンツの流通・拡散を抑止するために講ずる措置（情報削除、収益化停止等）。

①違法な偽・誤情報に対する対応の迅速化

•行政法規に抵触する違法な偽・誤情報に対し、行政機関からの申請を契機とした削除等の対応を迅速化（窓口整備、一定期間内の判断・通知 等）

•ただし、前提として、行政機関による申請状況の透明性確保等が不可欠

②違法な偽・誤情報の発信を繰り返す発信者への対応

•特に悪質な発信者に対する情報の削除やアカウントの停止・削除を確実に実施する方策について、その段階的な実施を含め具体化

③違法ではないが有害な偽・誤情報に対する対応

•違法ではないが有害な偽・誤情報への対応は、影響評価・軽減措置の実施を求める枠組みの活用を含め、事業者による取組を促す観点が重要

•こうした取組の実効性を補完する観点から、情報の可視性に直接の影響がないコンテンツモデレーション（収益化停止等）を中心とした対応につい
て、迅速化や確実な実施を含め、利用者の表現の自由の保護とのバランスを踏まえながら具体化

④情報流通の態様に着目したコンテンツモデレーションの実施

•送信された情報の内容そのものの真偽に着目せず、情報流通の態様に着目してコンテンツモデレーションを実施する方策について具体化

⑤コンテンツモデレーションに関する透明性の確保

•基準や手続の策定・公表、人員等の体制に関する情報の公表 等

情報伝送PFサービスが与える情報流通の健全性への影響の軽減２

①情報伝送PF事業者による社会的影響の予測・軽減措置の実施

•情報伝送PF事業者のビジネスモデルがもたらす将来にわたる社会的影響を事前に予測し、軽減措置を検討・実施（サービスアーキテクチャの変更
等による対応）

②特に災害等における影響予測と事前の軽減措置の実施



マルチステークホルダーによる連携・協力の枠組みの整備３

広告の質の確保を通じた情報流通の健全性確保４

質の高いメディアへの広告配信に資する取組を通じた健全性確保５

①連携・協力の目的（行動規範の策定・推進、軽減措置の検証・評価 等）

②協議会の設置

③協議会の役割・権限等

①広告事前審査の確実な実施と実効性向上

•審査基準の策定・公表、審査体制の整備・透明化、本人確認の実施等

②事後的な広告掲載停止措置の透明性の確保

•基準や手続の策定・公表、人員等の体制に関する情報の公表 等

③事後的な広告掲載停止措置の迅速化

•外部からの申請窓口の整備・公表、一定期間内の判断・通知 等

④事後的な広告掲載停止措置の確実な実施

①広告主・代理店による取組促進（経営陣向けガイドライン等の策定）

②広告仲介PF事業者による取組促進

9総合的な対策（制度的な対応②）



（参考）偽・誤情報の流通・拡散を抑止するための「コンテンツモデレーション」の類型

コンテンツモデレーションの主な類型
概 要

コンテンツモデレーション 可視性への影響

①発信者に対する警告表示 影響なし
不適切な内容を投稿しようとしている、又は直近で投稿したことが
判明している旨の警告を表示する措置（投稿自体は可能）

②収益化の停止 影響なし
広告を非表示にしたり、広告報酬の支払いを停止することにより、
収益化の機会を失わせる措置

③可視性に影響しないラベルの付与 影響なし
情報発信者の信頼性等を見分けるためのラベルを付与する措置
（本人確認を行っていない利用者の明示等）

④可視性に影響するラベルの付与 一部影響あり
情報の信頼性等を見分けるためのラベルを付与する措置
（ファクトチェック結果の付与等）

⑤表示順位の低下 一部影響あり
投稿された情報を、受信者側のおすすめ欄等の表示候補から外したり、
上位に表示されないようにする措置

⑥情報の削除
影響あり

（可視性ゼロ）
投稿された情報の全部又は一部を削除する措置
（新規投稿等は可能）

⑦サービス提供の停止・終了、
アカウント停止・削除

影響あり
（可視性ゼロ）

サービスの一部から強制退会、又はその一部の利用を強制終了し、
新規投稿等をできないようにする措置
アカウントの一時停止又は永久停止（削除）を実施する措置

表現の自由
への制約

⑧信頼できる情報の受信可能性の向上（いわゆるプロミネンス）

小

大
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検討会後の議論状況について
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SNS等におけるなりすまし型「偽広告」への対応
に関する事業者ヒアリング総括（24/11/11）



地方自治・行政への含意
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健全性検討会報告書
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健全性検討会報告書
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放送に期待される役割・機能と放送規律
• 実体的規律：番組準則と番組編集の自律
• 手続・組織的規律：番組基準の策定、番組審議機関
• 上記規律により放送に期待される役割・機能が発揮されることを前提に、伝送路
の確保

• 基幹放送：基幹放送普及計画、あまねく責務

• いわゆるプロミネンス
• 著作権処理
• 多元性確保、NHKの協力義務
• 新たな論点

28

デジタル空間において「放送」が果たすべき
役割・機能との関連での追加



デジタル放送検討会第3次取りまとめ（2025/12/10）
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AI戦略会議・AI制度研究会中間取りまとめ（24/12/26）
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救助機関から携帯電話事業者への位置情報提供要請の枠組み 1

 携帯電話等に係る位置情報について、大規模災害等緊急時の救助活動における活用に対する需要を踏まえ、総
務省の有識者会議※での議論に基づき、「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン」の改正
を実施。（平成25年９月）※緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会

 具体的には、要救助者に重大な危険が切迫しており、要救助者を早期に発見するために位置情報の提供を受ける
ことが不可欠であると認められる場合、救助を行う警察、海上保安庁又は消防その他これに準ずる機関（以下「救
助機関」という。）からの要請に基づき、携帯電話事業者は、位置情報（GPS位置情報及び携帯電話端末の基
地局位置情報）を取得・提供することが可能。

救助機関

基地局情報 ＧＰＳ

位置情報

携帯電話事業者

①位置情報の取得について要請

②位置情報を取得・提供

位置情報の取得に係る要件
○業務上の必要に応じた取得（正当業務行為）※１

○他の機関からの要請に応じた取得
捜査機関の要請（裁判官の発付した令状）の場合
緊急避難の要件充足する場合（救助を行う機関）※２

※１ 携帯電話で通信を行うために基地局の位置情報を取得する行為
※２ 警察、海上保安庁又は消防その他これに準ずる機関からの客観的事実に基づく相当な理由のある要請

① 要救助者の生命又は身体に対する重大な危険が切迫
② 要救助者を早期に発見するためにその者に係るGPS位置情報を取得することが不可欠



能登半島地震での運用状況及び課題並びに検討結果 2

 本年１月の能登半島地震において、消防庁は、石川県災害対策本部が公表した安否不明者リスト※１に基づき、携帯電話事業者
（MNO４社）に公表されている氏名、住所等から電話番号を検索してもらった上で、位置情報※２提供の要請を実施。
※１ なお、安否不明者名簿をもとに電話番号を検索の上位置情報を提供した前例はない。
※２ GPS位置情報及び基地局位置情報

 上記について、次のような課題が挙げられたところ、２月末から、一般社団法人 電気通信事業者協会（TCA）の会議において、
携帯電話事業者（MNO４社）、総務省、消防庁、内閣府（防災担当）が、課題の整理及び対応方針について議論を行った。
① GLに規定する要請者について：要請者に地方公共団体の災害対策本部は含まれるか
② 要救助者の考え方：地方公共団体が作成する名簿の扱い等について
③ 過去の位置情報について：携帯電話の電源が入っていない場合等は過去の位置情報の提供が可能か

能登半島地震での対応及び課題

①電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン（GL）に規定する要請者について
災害対策基本法及び実働部隊との緊密な連携があるとの実態を踏まえ、 GL(救助を行う警察、海上保安庁又は消防その他これに
準ずる機関）に規定する「その他これに準ずる機関」に、地方公共団体の災害対策本部が含まれることとする。

②要救助者の考え方
要救助者に該当するかどうかの専門的な判断が可能な救助機関※３において、安否不明者の名簿※４から位置情報の取得が必要な
要救助者を絞り込んだ場合には、安否不明者の名簿を活用した位置情報の取得・提供について可能とする。
※３救助を行う警察、海上保安庁又は消防その他これに準ずる機関
※４市町村が住民基本台帳と被災情報を突合した被災世帯情報をもとに、避難所問合せ等による安否確認を行った情報や、安否不明者本人、家族、知人等からの安

否情報等を反映し、作成されたもの（防災分野における個人情報の取扱いに関する指針 内閣府（防災担当））

③提供する位置情報の範囲
携帯電話の電源が入っていない等現在の位置情報を取得できない場合においては、救助機関に対して、過去の位置情報を提供
することができる。ただし、相当程度の期間が経過した位置情報については提供しないものとする。

その他、災害時においては、携帯電話番号が不明の場合であっても、氏名・住所等で要請が可能。

検討結果の概要 （以下の整理に当たっては、憲法学者、弁護士等の複数の有識者への確認を実施）



(参考１）救助機関から携帯電話事業者への位置情報提供要請フロー 4

❶ 誰が（要請主体）：警察、海上保安庁、消防、地方公共団体災害対策本部 等
❷ どのような者の：要救助者（安否不明者名簿を活用し救助機関が要救助者を絞り込んだ場合も可）
❸ どのような位置情報：現在の位置情報、不明な場合は過去の位置情報

救助機関
救助を行う警察、海上保安庁又は消防
その他これに準ずる機関

警察

海保

消防

地方公共団体
災害対策本部

❶災害対策基本法の規定、実働部隊との連携を踏ま
え「電気通信事業における個人情報等の保護に関する
ガイドライン」上問題ないことを確認

携帯電話事業者

要救助者の名簿

電話番号特定

位置情報検索

現在の位置情報

電話番号不明

氏名・住所等の情報
により電話番号特定

位置情報検索

現在の位置情報過去の位置情報

不明時

不明時

過去の位置情報

追加

追加追加

追加

位置情報提供要請

位置情報提供

❷「安否不明者の名簿」※をもとに救助機関が
要救助者を絞り込んだ場合も可能。

※被災世帯情報をもとに、避難所問合せ等による安否確認を
行った情報等を反映し、作成されたもの「防災分野における
個人情報の取扱いに関する指針」

❸現在の位置情報を取得できない場合は、過去の位
置情報※を提供することが可能。

※その場に留まっている蓋然性が高いと考えられる期間であり、救助機
関による救助が行われている期間の位置情報。

等



ご清聴ありがとうございました。
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